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◆
幼
稚
園
・
保
育
所（
園
）・
認
定
こ
ど
も
園
・
地
域
型
保
育
を
利
用
す
る
に
は
、
市
の
認
定
が
必
要
で
す
。

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
は
3つ
の
認
定
区
分
が
あ
り
ま
す
。
入
園
を
希
望
す
る
方
は
、
市
か
ら
い
ず
れ
か

の
「
認
定
」
を
受
け
、
そ
の
区
分
に
よ
り
利
用
で
き
る
施
設
が
決
ま
り
ま
す
。

※
「
保
育
を
必
要
と
す
る
子
供
」
と
は
、
就
労
等
に
よ
り
両
親
が
家
庭
に
お
い
て
保
育
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
子
供
を
い

い
ま
す
。「
集
団
生
活
や
幼
児
教
育
の
場
と
し
て
利
用
し
た
い
」
と
い
う
理
由
で
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

◆
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由

　
①
就
労
等（
月
64
時
間
以
上
。
た
だ
し
1日
4時
間
以
上（
休
憩
時
間
を
除
く
）か
つ
週
4日
以
上
）

　
②
妊
娠
・
出
産
　
③
保
護
者
の
疾
病
・
障
が
い
　
　
　
④
同
居
ま
た
は
長
期
入
院
等
し
て
い
る
親
族
の
介
護
・
看
護

　
⑤
災
害
復
旧
　
　
⑥
求
職
活
動（
起
業
準
備
を
含
む
）　
⑦
就
学（
職
業
訓
練
校
等
に
お
け
る
職
業
訓
練
を
含
む
）

　
⑧
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
　

　
⑨
育
児
休
業
取
得
時
に
、
す
で
に
保
育
を
利
用
し
て
い
る
子
供
が
い
て
、
継
続
利
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と

　
⑩
そ
の
他
、
上
記
に
類
す
る
状
態
と
し
て
市
が
認
め
る
場
合

◆
市
内
幼
稚
園
・
保
育
所
等
一
覧

☆
公
立
幼
稚
園
 ※
令
和
5年
度
末
で
閉
園
と
な
り
ま
す
。

☆
公
立
保
育
所

☆
公
立
認
定
こ
ど
も
園

☆
私
立
保
育
園

☆
私
立
認
定
こ
ど
も
園

☆
地
域
型
保
育

☆
認
可
外
保
育
所（
企
業
主
導
型
保
育
）

※
♢
の
保
育
園
は
令
和
4年
4月
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
移
行
予
定
で
す
。

※
♡
の
施
設
は
令
和
4年
4月
よ
り
開
設
予
定
で
す
。

※
施
設
の
詳
し
い
保
育
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
各
園
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
事
前
に
施
設
の
見
学
等
を
行
い
、
熟
慮
し
た
う
え
で
入
園
申
込
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

令
和
4年
4月
入
所
の
幼
稚
園・
保
育
所（
園
）・
認
定
こ
ど
も
園・
地
域
型
保
育
の
入
所（
園
）一
斉
申
込
に
つ
い
て

あ
な
た
の
認
定
区
分
は
？
利
用
で
き
る
施
設
は
？

ス
タ
ー
ト

認定区分 利用できる施設

３
～
５
歳

は
い

は
い

い
い
え

い
い
え

０
～
２
歳

お
子
さ
ん
の
年
齢
は
？

「
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
」

に
該
当
し
ま
す
か
？

１
号
認
定

（
教
育
標
準
時
間
認
定
）

３
号
認
定

（
保
育
認
定
）

２
号
認
定

（
保
育
認
定
）

認
定
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん

「
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
」

に
該
当
し
ま
す
か
？

認
定
こ
ど
も
園

認
定
こ
ど
も
園

地
域
型
保
育

保
 育
 所

保
 育
 所

幼
 稚
 園

認
定
区
分

1号
認
定
（
教
育
部
分
）

2号
認
定
（
保
育
部
分
）

3号
認
定
（
保
育
部
分
）

対
象
と
な
る
子
供

保
育
を
必
要
と
し
な
い
満
3歳

以
上
の
子
供

保
育
を
必
要
と
す
る
満
3歳
以

上
の
子
供

保
育
を
必
要
と
す
る
満
3歳
未

満
の
子
供

施設区分

幼
稚
園

○
―

―

保
育
所

―
○

○

認
定
こ
ど
も
園

○
○

○

地
域
型
保
育

―
△

○

名
称

所
在
地

電
話

預
か
り
保
育

大
宮
幼
稚
園

姥
賀
町
60
7-
7

53
-1
90
1

○

名
称

所
在
地

電
話

延
長
保
育

一
時
預
か
り

大
賀
保
育
所

小
祝
23
8

53
-0
38
7

○
○

山
方
保
育
所

山
方
33
60

57
-2
05
3

○
○

名
称

所
在
地

電
話

預
か
り
保
育

延
長
保
育

一
時
預
か
り

美
和
認
定
こ
ど
も
園

高
部
20
44

58
-2
64
9

○
○

○

名
称

所
在
地

電
話

延
長
保
育

休
日
保
育

一
時
預
か
り

さ
く
ら
保
育
園

上
岩
瀬
38
2

53
-4
78
9

○
○

ひ
ま
わ
り
保
育
園
 ♢

石
沢
19
20
-1

52
-1
86
0

○
○

あ
ゆ
み
保
育
園
 ♢

東
野
31
82
-6

52
-0
83
0

○
○

○
大
宮
み
の
り
保
育
園

泉
52
1-
3

53
-3
02
5

○
○

○
野
上
保
育
園

野
上
12
71
-1

57
-2
80
8

○
○

○

名
称

所
在
地

電
話

預
か
り
保
育

延
長
保
育

休
日
保
育

一
時
預
か
り

若
草
幼
稚
園

石
沢
14
68
-4

52
-1
61
1

○
○

○
御
前
山
認
定
こ
ど
も
園

野
口
12
94

55
-2
60
6

○
○

○
○

大
宮
聖
愛
保
育
園

上
町
36
7-
7

52
-0
23
5

○
○

○
大
宮
聖
慈
保
育
園

野
中
町
32
66
-3

52
-2
03
5

○
○

○
緒
川
げ
ん
き
保
育
園

下
小
瀬
39
8

54
-3
12
2

○
○

○
○

名
称

所
在
地

電
話

延
長
保
育

休
日
保
育

一
時
預
か
り

フ
ロ
イ
デ
キ
ン
ダ
ー
ガ
ル
テ
ン

下
町
14
2-
1

55
-8
18
1

○
○

○
き
ら
き
ら
保
育
園

石
沢
12
40
-1

58
-8
50
0

○
ニ
コ
ニ
コ（
家
庭
的
保
育
事
業
） ♡

石
沢
12
40
-1

58
-8
50
0

○

名
称

所
在
地

電
話

聖
愛
チ
ル
ド
レ
ン

上
町
36
9-
1

52
-0
23
5
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◆
入
所（
園
）申
込
に
つ
い
て

＜
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園（
教
育
部
分
）＞

＜
保
育
所（
園
）・
認
定
こ
ど
も
園（
保
育
部
分
）・
地
域
型
保
育
＞

※
保
育
の
必
要
性
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
と
は

　
・
就
労
し
て
い
る
方
…
就
労（
予
定
）証
明
書（
勤
務
先
で
の
記
入
が
必
要
で
す
）

　
・
妊
娠
・
出
産
の
方
…
親
子（
母
子
）健
康
手
帳
等
の
コ
ピ
ー

　
・
疾
病
・
障
が
い
の
あ
る
方
…
医
師
の
診
断
書
ま
た
は
障
害
者
手
帳
の
コ
ピ
ー

　
・
同
居
親
族
の
介
護
や
看
護
を
し
て
い
る
方

　
　
　
　
…
看
護（
介
護
）さ
れ
て
い
る
方
の
医
師
の
診
断
書
ま
た
は
介
護
保
険
認
定
証
の
コ
ピ
ー

　
・
災
害
復
旧
に
あ
た
っ
て
い
る
方
…
り
災
証
明
書

　
・
求
職
中
の
方
…
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
登
録
証
の
コ
ピ
ー
等

　
・
就
学
中
の
方
…
在
学
証
明
ま
た
は
学
生
証
の
コ
ピ
ー

＜
認
可
外
保
育
所
＞

◆
自
営
業
・
農
業
従
事
で
就
労
証
明
書
を
提
出
す
る
方
へ

　
事
業
主
・
農
業
従
事
の
方
は
、
令
和
2年
分
の
確
定
申
告
書
の
写
し
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

昨
年
度
農
業
で
就
労
証
明
書
を
提
出
さ
れ
て
い
る
方
は
、
令
和
2年
分
の
確
定
申
告
で
「
専
従
者
控
除
」
に
該
当
し
て

い
な
い
場
合
に
は
、
農
業
で
の
就
労
は
認
め
ま
せ
ん
。
ま
た
新
規
就
農
者
の
方
は
、
新
規
就
農
届
の
コ
ピ
ー
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　
他
に
、
内
職
で
就
労
証
明
書
を
提
出
す
る
方
で
収
入
が
ゼ
ロ
の
場
合
も
就
労
と
は
認
め
ま
せ
ん
。

◆
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
つ
い
て

＜
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
等
を
利
用
す
る
方
＞

　
無
償
化
の
た
め
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

＜
幼
稚
園
や
認
定
こ
ど
も
園（
教
育
部
分
）の
預
か
り
保
育
、認
可
外
保
育
施
設
、一
時
預
か
り
、病
児
保
育
を
利
用
す
る
方
＞

　
無
償
化
の
対
象
と
な
る
に
は
、
利
用
前
に
居
住
地
の
市
町
村
で
保
育
の
必
要
性
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
提
出
書
類
様
式
は
、
こ
ど
も
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
の
で
、
記
入
し
て
利
用
す
る
園（
施
設
）へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

区
分

公
立
幼
稚
園

公
立
認
定

こ
ど
も
園

私
立
認
定
こ
ど
も
園

大
宮

美
和

若
草
幼
稚
園

御
前
山
認
定

こ
ど
も
園

大
宮
聖
愛

保
育
園

大
宮
聖
慈

保
育
園

緒
川
げ
ん
き

保
育
園

年齢・募集人員

満
3歳
児

－
若
干
名

6名
2名

若
干
名

若
干
名

若
干
名

3歳
児

－
若
干
名

30
名

2名
5名

3名
若
干
名

4歳
児

20
名

若
干
名

10
名

2名
5名

3名
若
干
名

5歳
児

若
干
名

若
干
名

若
干
名

2名
5名

3名
若
干
名

年
齢
区
分

満
3歳
児（
平
成
31
年
4月
2日
生
～
）

3歳
児（
平
成
30
年
4月
2日
～
平
成
31
年
4月
1日
ま
で
に
生
ま
れ
た
幼
児
）

4歳
児（
平
成
29
年
4月
2日
～
平
成
30
年
4月
1日
ま
で
に
生
ま
れ
た
幼
児
）

5歳
児（
平
成
28
年
4月
2日
～
平
成
29
年
4月
1日
ま
で
に
生
ま
れ
た
幼
児
）

入
園
願
書
配
布
・

受
付
場
所
お
よ

び
受
付
期
間

願
書
は
各
園
で
配
布（
10
月
中
旬
以
降
）。
願
書
等
も
各
園
へ
の
提
出（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）。

定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
受
付
期
間
以
降
も
申
込
可
能
。

10
月
18
日（
月
）～
29
日（
金
）

9:
00
～
16
:3
0

11
月
1日
（
月
）～

8:
00
～
18
:0
0
11
月
1日
（
月
）～

8:
30
～
17
:3
0
11
月
1日
（
月
）～

8:
30
～
17
:3
0
11
月
1日
（
月
）～

8:
30
～
17
:3
0
11
月
1日
（
月
）～

8:
30
～
17
:3
0

提
出
書
類

①
入
園
願
ま
た
は
入
園
申
込
書

②
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
書
兼
入
所（
園
）申
込
書（
幼
児
1人
に
対
し
て
1枚
）

③
令
和
3年
度
市
町
村
民
税
課
税（
非
課
税
）証
明
書（
令
和
3年
1月
2日
以
降
の
転
入
者
）

　
※
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）記
入
に
よ
り
省
略
可
能

受
付
期
間

令
和
3年
11
月
 1
日（
月
）～
令
和
3年
11
月
15
日（
月
）【
継
続
入
所
】

令
和
3年
11
月
 1
日（
月
）～
令
和
3年
11
月
30
日（
火
）【
新
規
入
所
】
1次
受
付

令
和
4年
 2
月
 1
日（
火
）～
令
和
4年
 2
月
15
日（
火
）【
新
規
入
所
】
2次
受
付

令
和
4年
 2
月
21
日（
月
）～
令
和
4年
 3
月
 4
日（
金
）【
新
規
入
所
】
3次
受
付

※
上
の
お
子
さ
ん
が
す
で
に
保
育
園
に
入
所
し
て
い
る
と
き
に
は
、
下
の
お
子
さ
ん
が
新
規
申
込
の
場
合
で
も
、

　
継
続
入
所
の
申
込
期
間
に
一
緒
に
お
申
込
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所

【
継
続
入
所
】
本
庁
こ
ど
も
課
、
各
支
所
、
各
保
育
所（
園
）、
認
定
こ
ど
も
園
、
地
域
型
保
育

【
新
規
入
所
】
本
庁
こ
ど
も
課
、
各
支
所

※
10
月
中
旬
配
布
。
若
草
幼
稚
園
に
つ
い
て
は
、
園
に
直
接
提
出
。

受
付
時
間

市
役
所
…
8：
30
か
ら
17
：
15
ま
で（
木
曜
日
の
窓
口
延
長
で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
）

保
育
所
等
…
各
保
育
所
等
の
開
園
時
間
内（
継
続
入
所
の
み
受
付
）

提
出
書
類

①【
継
続
入
所
】
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
等
現
況
届（
乳
幼
児
1人
に
対
し
て
1枚
）

　【
新
規
入
所
】
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
書
兼
入
所（
園
）申
込
書

②
保
育
の
必
要
性
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等（
保
護
者
そ
れ
ぞ
れ
必
要
）※

③
家
庭
状
況
申
立
書
兼
調
査
票（
1世
帯
に
つ
き
1枚
）

④
令
和
3年
度
市
町
村
民
税
課
税（
非
課
税
）証
明
書（
令
和
3年
1月
2日
以
降
の
転
入
者
）

　
※
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）記
入
に
よ
り
省
略
可
能

注
意
事
項

・
提
出
書
類
様
式
は
、
受
付
場
所
に
備
え
て
あ
り
ま
す（
令
和
3年
10
月
中
旬
以
降
）。
継
続
入
所
の
方
は
、

現
在
入
所
中
の
保
育
所（
園
）・
認
定
こ
ど
も
園
・
地
域
型
保
育
の
各
施
設
か
ら
配
布
し
ま
す
。

・
今
年
度
12
月
以
降
の
入
所
を
希
望
す
る
方
は
、
今
回
の
次
年
度
の
申
込
も
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
就
労（
予
定
）証
明
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
勤
務
先
に
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
出
産
の
た
め
の
入
所
の
場
合
、
お
お
む
ね
産
前
6週
、
産
後
8週
の
入
所
が
可
能
で
す
。

・
次
の
場
合
、
令
和
4年
4月
か
ら
の
入
所
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
１
　
受
付
期
間
内
に
提
出
し
な
か
っ
た

　
　
２
　
提
出
書
類
の
不
足
等
不
備
が
あ
る

　
　
３
　
提
出
書
類
の
内
容
に
偽
り
が
あ
っ
た

・
年
度
内
の
転
園
は
基
本
的
に
認
め
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
保
育
所（
園
）の
見
学
等
を
行
い
、
熟
慮
し
た
う

え
で
お
申
込
く
だ
さ
い
。

・
申
込
書
提
出
後
に
記
載
事
項
や
勤
務
先
の
変
更
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
故
意

に
怠
っ
た
り
虚
偽
の
申
込
を
し
た
り
し
た
場
合
は
、
不
承
諾
や
保
育
の
解
除
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
常
陸
大
宮
市
外
の
保
育
所（
園
）、
認
定
こ
ど
も
園
に
入
所
を
希
望
す
る
場
合
や
、
転
出
、
転
入
の
予
定
が

あ
る
場
合
は
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

施
設
名

「
聖
愛
チ
ル
ド
レ
ン
」
☎
52
-0
23
5

募
集
対
象

0歳
児
か
ら
2歳
児
ま
で

募
集
人
員

若
干
名

受
付
期
間

令
和
4年
3月
31
日（
木
）ま
で（
日
・
祝
日
を
除
く
）に
施
設
へ
申
込

保
育
料

年
齢
別
・
コ
ー
ス
別

　
　
・
　
　
　
   
こ
ど
も
課
こ
ど
も
G
　
☎
52
-1
11
1　
内
線
13
8・
14
0

申
込

問
本
庁

（
○
＝
対
象
、
△
＝
月
額
上
限
あ
り
）

区
分

新
2号
認
定（
3歳
か
ら
5歳
児
）

新
3号
認
定（
0歳
か
ら
2歳
児
）

保
育
の
必
要
性
あ
り

保
育
の
必
要
性
が
あ
る
住
民
税
非
課
税
世
帯

保
育
所
等
、認
定
こ
ど
も
園（
保
育
部
分
）

○
○

幼
稚
園
、認
定
こ
ど
も
園（
教
育
部
分
）

○
―

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育

△
月
額
11
,3
00
円
ま
で

―

認
可
外
保
育
施
設
、
病
児
保
育

保
育
所
の
一
時
預
か
り

△
月
額
37
,0
00
円
ま
で

△
月
額
42
,0
00
円
ま
で


